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「令和８年度 BIツールを活用した地域公共交通施策の効果検証業務委託」 

提案書作成要領 

 
１ 件名 

 令和８年度 BI ツールを活用した地域公共交通施策の効果検証業務委託 
 

２ 業務の内容 

  別紙「業務説明資料」のとおり 
  概算業務価格（上限）は 2,300 万円です。 
 
３ 参加資格 

 参加資格は、次の（１）または（２）のいずれかの条件を満たすこととします。 
（１）応募者の資格 

  応募の資格を有する者は、次の項目すべてに該当するものとします。 
ア 「令和７、８年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等）」（以下、名簿
という）に登載されていること。ただし、参加意向申出書提出時において名簿に登
載されていない者であっても、その時点で登録申請を済ませており、受託候補者を
特定する期日までに名簿への登載が完了すれば、名簿に登載されているものとみな
す。（事業所の所在地は不問） 

イ 次の(ア)～(イ)に掲げる種目のいずれかで登録を認められていること。 
(ア) 「316：コンピュータ業務」 
(イ) 「320：各種調査企画」 

ウ 令和７年度を含めた過去５か年度において、地域交通に関連する取組の、利用実績
データまたはアンケート調査結果等を、BI ツールを用いて可視化した実績を有す
る者。 

エ 本業務の予定業務担当者にウの業務（業務実績確認書（様式３）に記載する業務）
の実績を有しているものがいる。 

オ Tableau を使ったダッシュボード構築ができる者。 
カ GIS を活用した算定、分析、地図作成を実施できる者。 
キ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）167 条の４の規定に該当しない者で 
あること。 

ク 成年後見人、被保佐人、被補助人及び未成年でないこと。 
ケ 破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づき破産手続開始の申立てがなされておら 
ず、その開始決定がされていないこと。 

コ 銀行取引停止処分を受けていないこと。 
サ 会社更生法（昭和 27 年法律第 172 号）に基づく更生手続き開始の申立又は民事再
生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続きの申立がなされていないこと
（更生又は再生の手続開始の決定がなされている者で履行不能に陥るおそれがない
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と横浜市が認めたものを除く。）。 
シ 参加意向申出書の提出期限から受託者の特定の日までの期間、横浜市指名停止等 
措置要綱に基づく指名停止を受けていないこと。 

（２）共同提案の場合の応募資格 
複数事業者による共同提案を行う場合は、次の項目すべてに該当するものとします。 

ア 構成員の数は、６者以内であること。 
イ 共同提案者すべてが前号ア、キ～シに該当すること。 
ウ 共同提案者は、前号イ～カに該当する事業者を含んだ構成とすること。 
エ 必ず幹事者を決め、幹事者の代表者印を押印した、本要領に定められる「参加意向
申出書（様式１－１）」を提出すること。その際、幹事者の印は契約時に使用するも
のと同一とする。また、幹事者以外の共同提案者の代表者名を記載し、それぞれの代
表者印を押印した、「参加意向申出書（共同提案）（様式１－２）」も提出すること。 

オ 「共同企業体協定書兼委任状（入札参加用）」（横浜市物品・委託等に関する競争入
札取扱要綱第 12号様式）を提出すること。 

 
４ 参加に係る手続（書類審査の実施） 
  応募資格は、提出書類にて確認します。また、応募多数の場合は、提案に進める者を書
類にて審査します。 
（１）提出書類 
  ア 参加意向申出書（様式１－１）又は参加意向申出書（共同提案）（様式１－２） 

イ 誓約書（様式２） 
ウ 業務実績確認書（様式３） 
  令和７年度を含めた過去５か年度において、本要領３（１）ウに関する過去の実
績を最大３件記載してください。（BI ツール、GIS を用いて可視化・分析した内容、
得られた成果（事業効果の確認、評価を行ったか）、地域交通の取組の改善提案し
た内容等を記載してください。） 

エ 横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）に登録申請中である場合
は、申請中であることが確認できる書類（申請受付内容及び入札参加資格審査申
請書の写し） 

（２）提出期限 
    令和８年４月 16日（木）17 時 00 分 
（３）提出先 
   横浜市道路・交通政策局交通政策課 担当 竹下、土井、鈴木 
   〒231-0005 横浜市中区本町６丁目 50番地の 10 市庁舎 29 階 
   電話 045-671-2021 
   電子メール do-kotsu@city.yokohama.lg.jp 
（４）提出方法 

    電子メール 
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    ア 電子メールの件名の頭に「【参加意向申出書】」と記載してください。 
    イ 発送後に必ず提出先まで電話連絡を行ってください。 
 
（５）書類審査 

ア 審査方法 
業務実績確認書（様式３）の記載内容を、事務局にて提案書評価基準の「１ 業

務経歴（１）、（２）」で評価し、審査を行います。 
イ 書類審査に係る質問書の提出 

    書類審査に係る内容について疑義のある場合は、質問書（様式４）を提出して
ください。質問のない場合は、提出不要です。 

    ※業務内容や、提案書の作成等に係る質問については、別途期間を設けます。 
「６ 提案書作成に係る質問書の提出」を参照してください。 

    ウ 書類審査に係る質問書の提出期限 
      令和８年４月８日（水）17 時 00 分 
    エ 提出先 
      ４（３）と同じ 

オ 提出方法 
電子メール 
(ア) 電子メールの件名の頭に「【質問書】」と記載してください。 
（イ） 発送後に必ず提出先まで電話連絡を行ってください。 

カ 回答日及び回答方法 
令和８年４月 13日（月）までにウェブサイトに掲載します。 

 
５ 提案資格確認（書類審査）結果の通知 

（１）参加意向申出者に対し、資格の有無に関わらず、提案資格確認（書類審査）結果通知
書（別紙１）を令和８年４月 22日（水）に電子メールにて送付します。なお、提案資
格を有すると認めた場合は、併せてプロポーザル関係書類提出要請書（別紙２）を電子
メールにて送付します。（到着確認の返信を行ってください。） 

（２）提案資格を有すると認められなかった旨の通知を受けた参加意向申出者は、書面によ
り提案資格が認められなかった理由の説明を求めることができます。この書面の提出
期限は、本市が通知を発送した日の翌日起算で、市役所閉庁日を除く５日後の 17 時と
します。本市は、書面を受領した日の翌日起算で、市役所閉庁日を除く５日以内に、説
明を求めた者に対し書面により回答します。 
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６ 提案書作成に係る質問書の提出 

提案資格を有すると認められた者において、本要領等の内容について疑義のある場合
は、次により質問書（様式４）を提出してください。質問のない場合は、提出不要です。 

（１）提出書類 
質問書（様式４） 

（２）提出期限 
令和８年４月 27日（月）17 時 00 分 

（３）提出先 
   ４（３）と同じ 
（４）提出方法 

電子メール 
ア 電子メールの件名の頭に「【質問書】」と記載してください。 
イ 発送後に必ず提出先まで電話連絡を行ってください。 

（５）回答日及び回答方法 
令和８年５月 12日（火）までにウェブサイトに掲載します。 

 

７ 提案書の作成 

（１）提案については、次のア～カに関する提案を所定の様式に記載してください。用紙
のサイズは原則様式に記載のとおりとします。 
ア 提案書表紙（様式５） 
イ 業務実施体制（様式６） 
ウ 予定業務担当者の業務実績（様式７） 

業務実施体制に記載した業務担当者が、中核的な役割を担った、本業務に生かせ
ると考えられる過去の実績を記載してください。 

エ 参考見積書（任意様式） 
   本業務に係る提案内容の費用について、業務項目ごとに人工、単価、数量を明らか

にし、見積もりしてください。（業務説明資料６業務概要に記載の内容について。） 
なお、「２ 業務の内容」に記載の概算業務価格の範囲内としてください。 

 オ 業務提案書（任意様式（A3 サイズ・横向き・片面２枚まで）） 
   業務実施方針等にかかる以下項目について記載してください。 
（ア）交通課題解決に向けた考え方 

横浜市地域公共交通計画を踏まえ、交通課題の解決に取組むにあたり、貴社のノ
ウハウを活かせる内容や取組に対する考え方などを記載してください。 

 （イ）業務の実施計画について 
業務説明資料の内容を確実に実施するための業務計画について、特に重要と考

えるポイントとその対応方法を含めて提案してください。 
（ウ）ダッシュボードの活用について 

①本市が過年度委託で作成したダッシュボードで可視化された波及効果（外出頻
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度・意欲の変化を含む）について、要因を特定するための分析手法を提案してく
ださい。 
さらに、同様の観点から、新たな波及効果の項目があれば、その検証方法と要因
分析手法も併せて提案してください。 

②みんなのおでかけ交通事業の効果を市民にわかりやすく示すための、金銭価値
化が難しい定性的な効果などについての訴求力のある PR 手法を提案してくだ
さい 

③各地区で運行するおでかけシャトルの利用状況や導入効果などを、市民や地域
住民に向けて公表する際のダッシュボードの視認性等に関する改善・工夫があ
れば提案して下さい。 

（エ）バス路線再編の手法について 
①都市部における持続可能なバスネットワークの構築に向けたバス路線再編の考
え方について提案してください。（過去に行った業務実績がある場合は、実績を
踏まえながら提案してください。） 

②バス会社から利用実績データをもらえない場合に、バス停毎や路線毎（系統毎）
の需要予測方法があれば提案してください。（GTFS データはあり。） 

（２）提案書の作成にあたっては、以下の事項に留意してください。 
ア 提案は、考え方を文書や図表を用いて簡潔に記述してください。 
イ 文字の大きさは、注記等を除き、原則 10 ポイント以上の大きさとしてください。 

  ウ 多色刷りは可としますが、評価の際にモノクロ複写する場合がありますので、見や
すさに配慮をお願いします。 

  エ 専門用語を極力使用せず、客観的に評価できるよう記述してください。 
  オ 提案書表紙（様式５）を除き、社名や商標、マーク等、提案者を認識できるものの

記載は一切行わないでください。 
 
８ 評価基準 

  提案書評価基準のとおり 
 
９ 提案書の提出 

提案資格が認められた者において、所定の様式にて提案書を作成し、提出してください。 
（１）提出書類 
   以下の書類を、電子メールお送りください。 

ア 提案書表紙（様式５） 
  イ 業務実施体制（様式６） 
  ウ 予定業務担当者の業務実績（様式７） 
  エ 参考見積書（任意様式） 
  オ 業務提案書 （任意様式） 
  カ ワーク・ライフバランスに関する取組等（様式８） 



6 

  キ 提案書の開示に係る意向申出書（様式９） 
（２）提出先 
   ４（３）と同じ 
（３）提出期限 
   令和８年５月 19 日（火）17 時 00 分まで 
（４）提出方法 

電子メール 
ア 電子メールの件名の頭に「【提案書】」と記載してください。 

   イ 発送後に必ず提出先まで電話連絡を行ってください。 
（５）その他 
  ア 所定の様式以外の書類については受理しません。 
  イ 提案書の提出後、本市の判断により補足資料の提出を求めることがあります。 
  ウ 提出された書類は、返却しません。 
  エ プロポーザルに記載した予定業務担当者は、病気、死亡、退職等極めて特別な場合

を除き変更することはできません。 
オ 書類提出後の提案内容の変更は認められません。 
カ 提案書等の提出は、原則、１者につき１案のみとします。 
 

10 提案書に関するヒアリング 

  書類審査通過者に対して、次により提案内容に関するヒアリングを行います。 
  ヒアリングは、業務内容の説明 15 分、質疑 10分を予定しています。 
（１）実施予定日時 

令和８年５月 27日（水）13 時～17 時 
（２）実施場所 

横浜市庁舎会議室 
〒231-0005 中区本町６丁目 50 番地の 10 

（３）出席者 
１者（共同提案の場合、１共同企業体）あたり３名以下としてください。 

（４）その他 
時間等詳細については、別途お知らせします。 

 

11 特定・非特定の通知 

  提案書を提出した者のうち、プロポーザルを特定した者及び特定されなかった者に対
して、結果通知書（別紙３）を電子メールで送付します。 

（１）通知日 
令和８年６月中旬頃に電子メールにて送付します。 

（２）その他 
特定されなかった旨の通知を受けた提案者は、書面により特定されなかった理由の
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説明を求めることができます。なお、書面は、本市が通知した日の翌日起算で、市役所
閉庁日を除く５日後の 17時までに提案書提出先まで提出しなければなりません。本市
は上記の書面を受領した日の翌日起算で、市役所閉庁日を除く５日以内に説明を 
求めた者に対し回答します。 

 
12 留意事項 

（１）提案書の作成、提出およびヒアリング等に係る費用は、提案者の負担とします。 
（２）次のいずれかに該当するときは、本契約に係る提案を行うことができないものとし、

既に提出された提案書は無効とします。 
ア 提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの 
イ 提案書作成要領に指定する提案書の作成様式に適合しないもの 
ウ 提案書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 
エ 提案書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 
オ 虚偽の内容が記載されているもの 
カ ヒアリングに出席しなかった者 
キ 本プロポーザルに関して、評価委員と不正な接触があった者 

（３）手続において使用する言語及び通貨 
ア 言語：日本語 
イ 通貨：日本国通貨 

（４）契約書作成の要否 
特定された受託候補者と、後日、本市の決定した予定価格の範囲内で業務委託契約を

締結します。その際、受託者において契約書を作成することを要します。なお、業務委
託条件・仕様等は、契約段階において提案に応じて修正を行うことがあります。 

（５）提案書等の取扱い 
ア 「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」等関連規定に基づき、提出された提
案書等を公開することがあります。 

イ プロポーザルの実施または公開等の際に、提出された提案書等の複製を作成する
ことがあります。 

ウ 提案書等の提出後、本市の判断により補足資料の提出を求めることがあります。 
エ 提出された提案書等は返却しません。 
オ プロポーザルは受託候補者の特定を目的に実施するものであり、契約後の業務は
必ずしも提案内容に沿って実施できるものではありません。 

（６）その他 
ア  プロポーザル実施のために本市が作成した資料及び参考資料として交付した資 
料については、本市の了解なく公表・使用することはできません。 

イ 参加意向申出書の提出期限以後、受託候補者の特定の日までの手続期間中に指名
停止となった場合は、以後の本件に関する手続の参加資格を失うものとします。また、
受託候補者として特定された者が指名停止となった場合は、次順位の者と業務委託
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契約の手続を行います。 
ウ 提案書を提出した後に辞退する場合は、速やかに本市に連絡するとともに、書面に
て申し出てください。 



（別紙１）  
 

 年 ⽉ ⽇  
 
（商号⼜は名称）  
（代表者職⽒名）様  
 

横浜市契約事務受任者  
 
 

提案資格確認（書類審査）結果通知書 

 
次の件について、提案資格確認（書類審査）結果を通知します。  
 
件名：令和８年度 BI ツールを活用した地域公共交通施策の効果検証業務委託 
 
結果①：資格を有することを認めます。  
 
結果②：次の理由により、資格を有することを認められません。  
理由：××のため  
 
 
 
 
※上記理由について説明を希望される⽅は、 年 ⽉ ⽇までに道路・交通政策局交通政策課
へその旨を記載した書⾯を提出してください。  

 
 
 
 

連絡担当者  
所属 道路・交通政策局交通政策課  
⽒名 竹下、土井、鈴木 
電話 045-671-2021  
Mail do-kotsu@city.yokohama.lg.jp 



（別紙２）  
 

 年 ⽉ ⽇  
 
（商号⼜は名称）  
（代表者職⽒名）様  
 

横浜市契約事務受任者  
 

プロポーザル関係書類提出要請書 

  
 次の件について、所定の期⽇までに提案書等を提出していただきたく通知します。  
 

件名：令和８年度 BI ツールを活用した地域公共交通施策の効果検証業務委託  

 
 
提出書類  
１ 質問書（提出期限：令和８年４⽉ 27⽇（月）17 時（質問がない場合は提出不要）） 
２ 提案書（提出期限：令和８年５⽉ 19⽇（火）17 時） 
 
 
 
 
提案書の作成に必要な資料（提案書作成要領、様式、業務説明資料等）は、横浜市ウェブサ
イトよりダウンロードできます。 
 
 
 
 

連絡担当者  
所属 道路・交通政策局交通政策課  
⽒名 竹下、土井、鈴木 
電話 045-671-2021  
Mail do-kotsu@city.yokohama.lg.jp 



（別紙３）  
 

 年 ⽉ ⽇  
 
（商号⼜は名称）  
（代表者職⽒名）様  
 

横浜市契約事務受任者  
 

結 果 通 知 書 

 
 
 貴社から提出のあった次の件の提案書について、審査結果を次のとおり通知します。  
 

件名：令和８年度 BI ツールを活用した地域公共交通施策の効果検証業務委託  

 
 
結果①：最適であると特定しました。  
 契約等の⼿続きにつきましては、別途連絡します。  
  
結果②：次の理由により特定しませんでした。  
理由：××のため  
 
※上記理由について説明を希望される⽅は、 年 ⽉ ⽇までに道路・交通政策局交通政策課
へその旨を記載した書⾯を提出してください。  
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